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三昭運輸分会が不当労働行為の救済申立

12月 20日･県本部委員長等と労働委員会へ 
 神奈川県南支部三昭運輸分会は、

不誠実団交を改める意思がまった

く感じられない（株）三昭運輸の不

当労働行為をただすため 12月 20日

に神奈川県労働委員会に救済申し

立てをおこないました。 

会社側が 2013 年から社会保険労

務士を団体交渉メンバーに加えて

以降の団体交渉は社会保険労務士

の主導で進められるようになって、

分会の要求を否定する姿勢に終始

するのみならず、やがては団体交渉

そのものを「留保する」といって事

実上拒否するまでに至りました。  不当労働行為救済申立書を県労委に手渡す清野分会長 

組合側は、会社の不誠実な団体交渉を改めるよう求めて粘り強く説得を続けました

が改める姿勢が見えないため、今年 3 月 16 日に「団体交渉ルールの確立」を求めて

県労働委員会でのあっせんを試みました。 

このあっせん申請に対して県労委では「県労委立会による団交を行なってはどうか」

などの提起も含め労使関係の正常化に向けて和解案を提示、使用者委員からも会社側

の説得を丁寧に繰り返したと報告がありました。しかし、会社は県労委の提案を拒否

「例え不当労働行為で訴えられても県労委のあっせん案で和解することはできない」

との態度を変えなかったとのことであっせんは不調に終わりました。しかし、その際

に公益委員は、組合側と会社側を同席させたなかで「あっせんが不調に終わったこと

や組合側が会社側を不当労働行為で訴えることがあっても、それを理由に団体交渉は

拒否できません。それは不当労働行為です。」と厳重注意が申渡されました。 

今回の救済申立は以上のような経過を踏まえて行ったものです。県労委での本格的

なたたかいは年明けになりますが、県本部の全支部と分会の支援をお願いします。 

関東エース物流の第２回交渉は１月 15 日 
11 月 20 日に結成通知を行った神奈川県南支部合同分会ユニオンつばさ関東エース

物流班は 12月 13日に第１回団体交渉を行い、組合側は県本部委員長、支部委員長・

副委員長・書記長など７名が出席、会社側は総務部長、総務部マネージャーに加えて

弁護士が出席しました。この日の交渉では、健全な労使関係の確立などを求める建交

労の基本要求をはじめ当該職場の賃金決定などを公正・公平に行うことなどを求める

趣旨説明などを行いました。次回の団体交渉は年明けの１月 15日に行います。 

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=435395&sw=%E3%80%8C%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E5%93%A1a%E3%80%8D20
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=545919&sw=%E3%80%90%E7%94%B7%E5%A5%B3GS%E3%80%91%E6%AD%A3%E9%9D%A2_%E3%81%8A%E3%83%BC2


 

 

 

建交労神奈川県本部は、以下のとおり「2018年旗開き」を開催します。 

新しい年を迎えて全支部・全分会での要求実現、国民的課題での闘争強化、強大な

組織建設など、たたかいへの決意を固め合う集いです。各分会からは、一人でも多く

のなかまが参加するよう取り組みを強めましょう。 

 

日 時：２０１８年１月７日(日) 午前 １１:００～ 

場 所：かながわ労働プラザ９Ｆ レストラン「味彩」 

（ＪＲ石川町駅下車徒歩５分） 

会 費： 大人 ２０００円  (子供 無料) 
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建交労神奈川県本部 
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